
広域災害救急医療情報システム
（EMIS）のリニューアルについて

Emergency Medical Information System

広域災害救急医療情報システム

議題（１）



大規模な自然災害が発生すると

病院に大勢の負傷者が搬送され

医療機関はリソースの確保が追

い付かずパンク状態になる

⇩
そのような災害時に病院の被災状況・稼働状況を把握
する機能を持ったシステムが【ＥＭＩＳ】です

①ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）とは？
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②ＥＭＩＳを入力するタイミング

医療救護活動要領

「第2章 情報の収集・伝達 2 被災地の医療機関の被害状況 

（1）医療機関の役割」より抜粋

震度５弱以上の地震が発生、又はこれ以外でも災害

が発生した場合はえひめ医療情報ネット（愛媛県広域

災害・救急医療情報システム）参加医療機関は、

発災後、自発的に、同システムを経由してＥＭＩＳ

（広域災害救急医療情報システム）に入力する

➢ 災害時、医療機関に厚生労働省ＥＭＩＳサービス事務局から  

メールが送付され、県がＥＭＩＳを「警戒・災害モード」に

 切り替えると、被災状況の入力が可能になる



③令和７年度からのEMISの主な変更点

１.従来対象外であった有床診療所も利用対象とした。

(西条保健所管内で病院は21カ所、有床診療所は10カ所)

２.G-MIS(医療機関等情報支援システム)と連携を強化。定期調査で医療機関の施設

 情報等の入力、更新を促すことで平時から情報を蓄積し、有事対応を迅速に開

始可能とした。

３.スマホ入力に最適化したWebサービスにより被災現場でも簡単に入力可能。支援

要否のみであれば最短10秒程度で報告完了。

４.災害時に各医療機関の状況を評価（病院評価群）し、ＥＭＩＳの画面で情報を

 共有可能とした。

５.訓練中の都道府県で実災害が発生した場合の混乱を防ぐために、本番環境と切

り分けた環境で訓練・研修を開催可能とした。 
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病院評価群と大方針

通常運用
病床拡張

病院評価群

０

場の安全確保不可

Ⅱ

機能障害あり

Ⅲ

機能障害なし

Yes Ｎｏ

籠城（一部避難含む）

大方針

全避難

STEP1: 場の安全が確保できない
STEP2: 患者の生命維持が困難である(24時間以内)

STEP3: 病院の機能維持が困難である（72時間以上）

STEP3STEP2STEP1

Yes YesYes

Ⅰ

生命機能維持不可

全入院患者対象 Y/N



西条保健所管内EMIS対象医療機関入力訓練結果表（Ｒ７.４～９月）

・訓練の概要 

毎月第二火曜日に入力訓練を実施（EMISが訓練モードに設定される。） 

※指導の結果、9月の訓練では管内の31医療機関すべてで入力されている。 

4月入力数 5月入力数

新居浜市病院 11 9 10

医療機関区分 EMIS入力対象機関数

10 10 11

6月入力数） 7月入力数 ９月入力数

13 15 15

新居浜市有床診療所 8 4 5 5 6

西条市病院 10 7 8

8

新居浜市計 19

10 9 10

16 19

8 9 12

西条市有床診療所 2 1 1 2 2

新居浜・西条圏域病院 21 16 18

2

西条市計 12

20 19 21

11 12

21 24 27

新居浜・西条圏域有床診療所 10 5 6 7 8

8月入力数

10

7

17

10

10

2

12

20

9

2927 31新居浜・西条圏域病院及び有床診療所計 31
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